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特定非営利活動法人り・らいふ研究会 

２０１１年度第１回研究会要録 

東日本大震災復興の道筋 

～そして首都直下型地震への備え～ 

 
５月３０日（月）１８：３０～２０：４５ 

西新宿 エステック情報ビル 旭化成ファミリーホールにて開催 

講師 中林一樹 明治大学特任教授 

   森反章夫 東京経済大学教授 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未曽有の大地震である「東日本大震災」発生後、り・らいふ研究会は、４月９日（土）に「緊

急研究会（主催）」、また４月２５日（月）には「緊急シンポジウム（共催）」を企画実施して、

震災情報の交換・共有を図り、復旧復興支援を呼びかけてまいりました。 

  今回は、防災都市計画の第一人者である中林一樹教授をお招きし、改めて被災の実情を確認

するとともに、あるべき復興の道筋をさぐりたいと企画いたしました。 

大学人、行政職員、まちづくりコンサルタント、その他の多様な職種の９３名が参加して短

いながら濃密な時間を共有することができました。 

議論は、近い将来に必ず起こるとされる首都直下型地震の備えとして、被災後の復興計画の

考え方に及び、会終了後、２０名の参加者が会場近くの居酒屋で有志ネットワークの強化を実

現しました。 
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講演と質疑の内容  

（本稿は６月３日段階の速報／未定稿であることに十分ご留意ください） 
 
「仮設市街地は、復興に向かう中継地」 

森反章夫（もりたんあきお） 
東京経済大学教授（社会学)・仮設市街地研究会会員 
り・らいふ研究会理事 

 

  陸前高田市の広田半島の漁村集落である長洞集落では、総戸数約６０戸のうち２８戸が津波で流されている。 

 同集落では、被災後ただちに、集落全体で２８戸サポートする体制が取られた。 

  森反教授は、「仮設市街地研究会」（注※）メンバーとして、陸前高田市の広田半島の漁村集落である同集落

を数次にわたり訪ねて、単なる仮住まいではなく、「復興」につながる仮設住宅の建設について、地域住民と

語り合い、助言し、行政との協議を行ってきた。具体的には、集落のコミュニティを維持していくことこそが

復興の確かな足がかりになるとの確信から、集落内にある私有地に仮設住宅を建設することについての可能性

を追求してきた。 

  今回研究会では、その経験を時系列的に語りつつ従来からの仮設市街地研究会の研究成果を踏まえて、次の 

 提言を行った。 

  なお、福島の「仮設市街地」問題は特段の配慮が不可欠であるとして、本提言とは別途考える必要がある 

 としている。 

 

１避難所の問題 

１） 避難所への持続的な、適切な支援：「待つ」ことの不安を解消する 

・情報開示と建設プログラムがしめされ、希望者が確実に入居できることなど制度的に担保 

・応急仮設住宅の供給の具体的なプログラムを県・市が絶えず、被災住民に示すべき。 

「応急仮設住宅」の供給戸数は妥当なのか。厚労省から、その根拠が示されていない。 

・「地域型仮設住宅」・「ケア付き型仮設住宅」を戦略的に配置すべきである。 

・避難所運営の創意と工夫 ――被災者をいつまでも「被災者」にしないこと。「生活の能動性」を誘出す

ること。それぞれに「持ち場」を与えること。ボランティアの任務。 

２） 次のステップである仮設住宅に移ることが、避難所運営の重要な課題であるからだ。被災者をいつまでも避難 

難所で世話をすることはできない。 
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２仮設住宅の供給の問題 

１） 仮設住宅供給の速度 ――なぜ「盆前」なのか  「７月１０日完成済み」なのか 

２） 仮設用地の確保が困難 

・平場という平場が、沿岸都市ではすべて壊滅しているという客観的な事実 

・さらに、平場には、仮設住宅は建てられないという現状での行政の復興がらみの判断 

・用地を高台の公有地に求めざるをえないという仮設用地を確保する制約条件 

・公有地調達が限界に達する時、ようやく、民有地を調達しはじめることになる。 

３） 建築行政スタッフの体制――国・県・市町村の円滑な連携の体制 

４） 岩手・宮城では、被災で行政機能が縮減している。市が入居者と用地を選定し、県が用地の妥当性や敷地の 

配置計画を検討したうえで、県が着工する。マンパワーが限界状況にある。戦争状態。  それを持ち堪えさせて 

いるのは、ある種の熱情だ。地域主権の徹底を！ 

 

３ 仮設住宅地の住民の再組織化の課題 

１） 問題は、仮設住宅・住棟の配置計画であり、集会所、店舗など付帯させる土地の余地が限定 されていることで 

ある。「生活総体の原則」の実現が困難になる。周辺に仮設施設との連携を。 

２）仮設住宅の入居者による仮設住宅地での協働（見守りなど）が重要となる。そのためにも、行政区単位の「地域 

一括」入居という枠が本気で用意されなければならない。抽選は愚の骨頂！ 

３）復興協議・相互見守りができる「地域一括」の状態に近づけるように、居住再配置をおこなうことが検 

討されるべきである。被災者はすでに避難所段階で離散状態にある。せめて長期の仮設住宅生活に耐えら

れる様に顔見知りの隣人同士にすべきではないか。 

４）結 厚労省は、災害救助法にもとづいて、依然として避難所・仮設住宅を、被災者をとりあえず「収容」 

する暫定的な施設としている。仮設市街地構想は、災害救助法とたたかう武器である。避難所・仮設住宅

は、被災者が復興に向かう大切な中継地なのである。 

 

 

  ※注「仮設市街地研究会」 
１９９５年の阪神淡路大震災の支援・調査・復興提案などに関わる中で「仮設市街地」 
の研究を深めようと集まった、都市計画・都市社会学・自治体行政などの研究や業務に 
関わってきたメンバーからなる自主研究会。大地震の被災地調査や研究・講演・提案な 
ど行ってきた。 
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「東日本大震災からの復興をどう進めるか」 
中林一樹（なかばやしいっき） 
明治大学特任教授 

 

 中林一樹教授は、東京都の震災対策関連の委員会を通して、地震に関する地域危険度測定調査、被害想

定調査、防災都市づくり推進計画策定など、東京都の震災対策の立案・策定に携わっている。また、中央

防災会議専門委員として「首都直下地震避難対策等特別調査会座長」を務めている。文科省地震調査研究

推進本部政策委員会委員、東京都震災復興検討会議議長などでもある。 

 り・らいふ研究会では、昨年（２０１０年）５月の「１０年度第１回研究会」において、「都市防災を考

える」～東京都「防災都市づくり推進計画」第二次改定をめぐって～と題して、ご講演いただいた。 

 今回は、東日本大震災後の超多忙な時間をさいて、研究会にご参加いただき、わかりやすく整理された 

パーポイント資料を使用して、東日本大震災の歴史的意義や復興計画、被災者の生活再建のあり方、そし

て来るべき首都直下型地震への備えに至るまでを、網羅的かつ巨視的にご講演いただいた。 
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質疑 
 

濱田甚三郎氏（仮設市街地研究会・首都圏総合計画研究所代表取締役） 

復興を考える上で心配なことの一つに漁港の集約化の議論があります。その背景には高齢化や過疎化があるわ

けだが、それでよいのか、またそれが進むと三陸海岸の美しい風景が壊されてしまうのではないかとの危惧があ

ります。応援している長洞集落でも小さな港を復旧しないと漁業は再開できないが、その投資を国がやるのか、

他への集約化となって長洞の漁業も風景も維持できないかの問題を抱えている。このあたりのことをどうお考え

でしょうか。 

 

中林教授 

 魚は大好きだが漁業に詳しくはない。三陸には養殖と魚の捕獲の 2つの漁業があると思う。前者の場合には毎

日の作業のための小さな港が必要だろうが、収穫物は他の港に運ぶのではないか。養殖の場所、漁業権の様相な

ど多様だろう。それを調整しながら地域の方々が結論を出すよりしょうがないだろう。すべての港を修復するの

はお金に限りがある以上難しいのではないか。 

 もう一つ、高台移転と景観も関係している。また、三陸の豊かな海は山が育てたわけだから、高台あるいはそ

の後背地を宅地化すれば海への影響もあるだろう。生態学の専門家も交えて、解き明かしてもらうことが大事だ

と思う。新しい植林を山にも海岸にもする必要があろう。それも景観に関係してくる。すべて土地が絡むから、

所有権、利用権も関係する。地元と行政だけでは解答が見いだせないだろう。こういった問題を科学的に検討す

る専門家も交えた協議機関を設置すべきだと考えています。 

 ところで高台移転の場合、漁民の方々は軽トラックで漁港に通う……、というが、日常的には可能でも、もし

また津波が来たとき、20分も 30分もかかるような高台にいては、漁船を守るための「沖出し」が出来ないので

はないかとの危惧もあります。津波が来たら漁港には行くな、船は捨てろという話になるわけで、そんな単純に

は言えないと思います。 

 

佐藤伸朗氏（首都高速道路株式会社 計画・環境部担当部長） 

 首都直下のことですが、東北に注力しようとしているちょうど今、首都直下が来たらどうするか。まあそれは

ともかくとして、首都直下は 30年間に 70％の発生確率とされていていずれ来るわけです。東北大震災の経験を

踏まえると、その時、首都圏の発電所が止まる等でエネルギー供給が出来なくなるかもしれないとの問題があり

そうだ。 

 また今回、関西広域連合が早く支援に入ったということがあったが、東海・東南海が連動して起きれば当然関

西からの支援は出来ない。首都直下が起きたらどのような支援が想定されるのか。こういった自治体間の支援に

ついても伺いたい。 

 

中林教授 

 エネルギーの問題に対して最も対策が急がれるのは、火力発電所と原子力発電所の地震対策、津波・高潮対策
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です。東京湾岸の発電所が止まるようでは困る。次には、ヘルツの統一が無理なら、今東電が中電から融通して

もらえるのは 100 万キロワット時だが、変換器の増設でそれを 500 万～1000 万までもっていく必要があろう。

もちろんお金（税金）の問題だが。これが整備できれば全電力会社間で相互依存が利く。 

 関西広域連合はここ 2 年ほど、活発に動いてきた成果が現れた。消防等は相互支援の仕組みが出来ているが、

要請を受けて行くのが原則。関西はなまじ仕組みがなかったゆえ、今回、要請を受けなくても押しかけで即座に

対応できたわけです。関西の自治体にとっても貴重な災害体験になったのではないか。今後のことで言えば、総

務省がいろんなケースを想定しておくべきと考えます。 

 ところで今回、国は法に基づき、非常対策本部ではなく緊急対策本部を立ち上げた。この本部は、首都直下が

起きた時に国の総力を挙げるための組織と言われてきたが、それを立ち上げた。しかしながらその本部の意味を

本部長＝総理は分かっていないのではないか。緊急事態宣言をしていわゆる自治を超えた権限を国が持つのが緊

急対策本部なのである。国の指揮の下にあらゆる資源を注入するぞと言うのが本旨なのに、阪神・淡路の時の非

常対策本部と変わらないことをやっている。本部長が自治体間の支援に関する支持を出すことも可能なはずだが、

その機能も発揮されていない。 

 

秋山哲男氏（北星大学客員教授・福祉のまちづくり学会副会長） 

 多くを見たわけではないが応急仮設住宅のバリアフリー対策がお粗末なように思う。また仮設に入れない障が

い者高齢者への対応も不十分だ。医者も看護師も不足の施設もたくさんある。首都直下を考えると、1週間水や

電気が確保できるセンター型の施設が必要だとの声が福祉関係者から出ています。復興計画でも障がい者等への

対応が見えてきていない。これからはそういったニーズにも対応して欲しいとお願いしておきます。 

 

森反教授 

 一番心配しているのは、宮城の場合は高齢者配慮の項目があるが他県ではない。岩手では地域の意識が高いの

で仮設に入ればその中で相互の見守りが可能と考えているのかもしれません。遠野市は沿岸自治体支援というこ

とで遠野に仮設をつくるプランを立てたが県は応じなかった。最近、東大チームが中心となって福祉の仮設住宅

を市として建てる方向が出てきたのは良いニュースだ。 

 

中林教授 

 率直に言えば、首都直下も考えると復興のトリアージが必要な事態もあろう。高齢者へのサービスレベルを下

げざるを得ない事態も。それも念頭に置くと、今ある高齢者・障がい者施設が壊れないような事前対応が大事だ。

既存施設で生活が存続できるようにしておかないと。 

 現在、そのような方々への支援は遅れているのは事実です。介護する人たちも県外移転などしている場合もあ

る。国民総掛かりで取り組む体制づくりへのリーダーシップが必要だ。遠野市が他地域のニーズを引き受けるよ

うな事例を増やすような取り組みがなされるべきだ。 

 広域避難とか県外移住とか、これまでの自治を覆すような状況がやむを得ず生じている。これにいかに対応す
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るのかが問われている。復興計画においてもこれらに配慮した「プロセス」が書き込まれるべきで、アウトカム

だけ書かれてもそれにたどり着く道筋、ロードマップが示されなければ実現は覚束ない。 

 

舟山光男氏（江戸川区役所） 

 釜石などでも「ここまで逃げれば安全」との看板が立っている。事実そこまでは津波は来なかった。このよう

な昔からの伝承を確認し，伝承するようなソフトの対応が必要だと思った。また田老の防潮堤による防備を見て

思ったが、コストをうんとかけて安全をと言っても限度があるし日常の風景は海も見えなくて貧しい。このあた

りへのご意見を。 

 

中林教授 

 今回の津波も、事前のハザードマップと照らし合わせると、ほぼそれの前後に収まっています。大体において、

想定内と考えてよい。それでもこれほど多数の命が失われた。防潮堤で防げるとの立場からは想定外の津波だっ

たが、過去の津波の歴史からすれば想定内だったのです。 

 命を守る安全とモノを守る安全とは違う。命への防備はハードソフト合わせて最大限の用意をすべきだが、モ

ノについてはコスト見合いで判断すればいい。モノは失ったらまた備えればいい。命は極力守れる復興をすべき

だ。高台への避難が 20 分 30 分で出来る範囲のみ居住を認めるとか。住む方が最後には決めることだが、十分

話し合って欲しい。 

 ただソフトは担保性が低い。津波だ！逃げろ！と言われてもまあ大丈夫だろうと逃げない人がいたかもしれな

い。ほぼ想定内の津波到達点にもかかわらずこれだけの被害が出たことを記憶にとどめるべきです。ですから、

逃げることを第一にするといった「ソフトウエアの担保性・継続性」を確保するには「生涯防災教育」が必要だ

と思います。そのような教育をするための災害文化を構築すべきだというのが私の意見です。 
 


